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研究概要
AI・ロボット（以下、「AI」）が人間社会と共生していく上で、AI には高い信頼性が要求される。信頼性には AI 技術の高品

質化に加え、AIと利用者との間にある情報格差を惹起する情報の非対称性を埋める信認関係の継続的な構築が不可欠

である。これまでに、会社法の観点から、AI が遭遇する不法行為や損害賠償に対して、AI の法人格付与、すなわち AI を

製造・保有するための会社の設立を提案してきた。本研究課題では、会社組織による枠組みに対する信認関係の継続的

構築における法的課題について研究を行う。まず、会社設立におけるリスクを洗い出し、出資者の責任について検討を行うと

ともに、path dependence の観点から会社設立が妥当なことを検証する。次に、比較法の観点からステークホルダーによ

るモニタリングについて検討を行い、信頼される AI での信認関係の継続的な構築のための問題点を精査し、技術的な課

題から法的な課題にフィードバックする。また、継続的な信頼の構築のために法的な「開示」の果たす役割を明らかにする。

本研究を通じて、人々 の AI に対する不安を軽減し、AI の社会実装がスムーズに展開できることが期待される。
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